
【問題】無断で行うと、借地権の対抗力を失ったり、借地権が解除

される可能性が高いのはどれ？

①相続対策で借地権を未成年の息子の名義に

②借地権を所有する法人で代表者変更

③離婚に伴う財産分与で借地権を元嫁に譲渡

④共同相続人の一人が他の共同相続人に持分を譲渡
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　今回のテーマは権利変動です。借地権は原則的に地主の許
可がなければ借地権やその借地権上建物の名義を変更（譲渡）
することはできません。今回は借地権が無断で譲渡された場
合の取り扱いについて過去の判例を参考に見ていきたいと思
います。
　ずばり正解は①です。相続発生時には相続人の名義に変更
することは承諾を必要としません。また、相続登記を怠って
いたとしてもその対抗力が失われないというのは通例です。
しかし、相続を控えているからといって、建物名義を近親者
含む他人名義にした場合にはその賃借権対抗力は第三者に対
して認めないというのが最高裁で支持されている見解です。
これに否定的な学説意見も多く、かつ実際によく見かけるこ
とではありますが、むやみに建物を親族名義に変更すること
は大きな危険をはらんでいると言えるでしょう。（参考判例：
最大判昭 41 年 4月 27 日）
　②は直接登記名義人が変わったわけではありませんが、実
体の支配者が変わったという事例です。2，3 人でやっている
ような小さな会社であれば、代表が変われば借地権者の性格
も大きく変わってしまいます。これは実質的に借地権の譲渡
にあたるとして、地主の許可が必要では？と考えることも可
能です。しかし、これでは法人格を否定してしまうことになっ
てしまいます。いかにその企業が小規模であってもその代表
が変更されることに地主の許可まで必要としないのです。し
かしながら、「活動の実体がなく、その法人格が全く形骸化し
ているような状態」においての代表者変更は、脱法的無断借
地権譲渡と判断される可能性が高まるでしょう。（参考判例：
最判平 8年 10 月 14 日）
　③離婚時の財産分与に基づく名義変更はどうでしょうか。
夫婦間の財産は基本的に名義がどうなっていようと共有と解
されるべきという認識のもと、もともと夫婦各々で持分的権
利を有していると判断されます。よって、離婚時の清算的性
質に基づく財産分与において、その持分に権利変動があって
も、民法 612 条の借地権の無断譲渡にはあたらないとされま
した。（参考判例：福岡地小倉支判昭 36 年 7月 13 日）
　④先程の③とも似通いますが、借地権が準共有状態になっ
ている場合、その準共有者間での持分の譲渡は民法 612 条に
いう賃借権譲渡には該当しないと解されるのです。他の共同
相続人にその持分を移転し、その登記をしたとしても、地主
との信頼関係は破壊されることもなく、また対抗力を失うこ
ともありません。（参考判例：最判昭 29 年 10 月 7日）

　夏の訪れをひしひしと感じるようになってきました。
夏といえば海、海といえば水着、7 月 5 日はビキニスタ
イルの日です。今回はビキニについての豆知識です。
　1946 年マーシャル諸島のビキニ環礁でアメリカが原
爆実験を行いました。報道の直後に有名デザイナーが、
その大胆さが周囲に与える破壊的威力を原爆にたとえ
『ビキニ』と命名してこの水着を発表しました。と、こ
こまではご存じの方は多いかと思います。実はここにいたるまでの間、ある無名デザイナー
の存在があるのです。
　ビキニ発表より前に、無名デザイナーが大胆なツーピース水着『アトム（原子）』を作り
ました。キャッチコピーは、『アトム～世界で最も小さい水着～』でした。そのころビキニ
を作成していた有名デザイナーは、水着のネーミングに悩んでいました。ビキニ環礁での原
爆実験のニュース報道を見てこれだと思い、キャッチコピーは、『ビキニ～世界で最も小さ
い水着（アトム）よりも小さい～』と対抗しました。有名デザイナーということもありビキ
ニが主流となり、アトムは廃れていきます。
　アトムがどのような水着であったか気になりますが、写真等は残っていないようです。ち
なみにビキニ環礁は2010年に世界遺産に登録が決定されました。
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